
令和７年度分町民税県民税申告の手引き
川西町

　令和７年度分　市町村民税県民税申告書は、申告書の提出が必要と思われる方に送付
をしております（申告の必要有無につきましては、別紙フローチャート（令和７年１月
号町報にも掲載）でご確認ください）。
　申告書の作成にあたっては、この「手引き」を参考にしていただき、期限内の申告
にご協力をお願いします。

申告書の提出が必要な方

１　令和６年中に、営業等、農業、不動産、配当などの収入があった方
２　令和６年中に給与収入があった方で、以下①～④のいずれかにあてはまる方

３　医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を受ける方
４　令和７年度分市町村民税・県民税申告書がご自宅に届いた方

１　申告書、マイナンバーカード又は番号確認書類（通知カード※やマイナンバー記載の住民票等）及び
　身元確認書類、還付申告予定者は通帳、利用者識別番号がわかるもの（「確定申告のお知らせ」のは
　がき等）

２　所得金額が確認できる書類

３　各種領収書または証明書

申 告 期 限
受 付 時 間
申告相談会場

令和７年３月17日（月）
午前の部　9：00～11：00　午後の部　13：00～15：30
川西町農村環境改善センター

　申告が必要な方は、令和７年１月１日現在川西町に居住し、下記１～４のいずれかに該当する方です。申告内
容は、令和６年１月１日から12月31日までの所得及び所得控除についてです。

《ご注意》１.　土地の譲渡など、分離課税の所得があった場合は、予めご連絡ください。
　　　　　２.　確定申告が必要で特殊な申告内容については米沢税務署で申告いただく場合もあります。

　◎令和５年中に収入があり令和６年にその収入がなくなった方(営業や農業などの廃業、会社退職など）は、
　　該当する収入について０円で申告してください。

　①給与収入以外に各種の所得（事業所得、不動産所得、雑所得など）があった方
　　（注）給与所得以外の所得の合計が20万円以下であれば税務署への確定申告は不要ですが、町民税県民税の
　　　　  申告は必要です。
　②給与収入のみで、年の途中から退職し再就職していない方
　③給与収入のみで、勤務先から町役場に給与支払報告書が提出されていない方（勤務先に確認してください）
　④２つ以上の勤務先から給与の支払いを受け、税務署へ確定申告をする必要がない方

※収入のない方でも、申告書表面に下記のように記載し提出してください。

※確定申告書を提出された方は、申告書表面

※前年の中途に転入された方
　　源泉徴収票を添付し、提出してください。

(国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算定、所得証明書等の発行、限度額適用認
定証等の負担区分判定、介護保険に係る各種サービスの判定、保育料や児童(扶養)手当の判定等に必
要となりますので、必ず申告書を提出してください。)

①営業や不動産収入のある方……同封の収支内訳書（必ず記載ください。）、売上げや仕入れの帳簿類、必要経費の領収書等
②農業所得のある方……同封の収支内訳書（必ず記載ください。）、収入及び経費の帳簿類、その領収書等
③給与や公的年金収入のある方……令和６年分の源泉徴収票や給与明細書等
④その他雑所得や一時所得等のある方……支払証明書や通帳等収入金額が確認できる書類

　所得控除を受ける場合は、支払金額等を証明する書類等を添付してください。なお、医療費控除を受ける場合
は、明細書を添付して申告してください。
(詳しくは、２ページの各控除の記載説明をご覧ください。）

 申告の際に必要なもの

▽提出先及びお問い合わせ先 川西町税務会計課 〒999-0193　川西町大字上小松977番地1 (42) 6622（直通）
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の欄に「〇印」を記載し提出してください。

※申告相談の日程については、別紙でご確認ください。

※通知カードは令和２年５月25日に廃止されていますが、通知カードの氏名・住所等が住民票の内容と一致している場合は、引き続き番号確認書類として利用できます。
　令和２年５月25日以降に発行された「個人番号通知書」は、番号確認書類として利用することはできません。

6 ✓



申告書の書き方(表面）

所得から差し引かれる金額

（令和６年１月１日から12月31日までの内容） 

㉖

㉗

㉔

⑭

⑮

⑯

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

⑬

雑損控除 

医療費控除

社会保険料控除 

生命保険料控除

地震保険料控除

⑰ 寡婦控除

⑱ ひとり親控除

勤労学生控除

障害者控除

配偶者控除 

配偶者特別控除

扶養控除

基礎控除 

小規模企業共済等掛金控除

健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、農業者年
金保険料などで、あなたが支払ったり給与から差し引かれたもの。（控除額は支払った保険料全額）
領収書を添付するか提示してください。
※11月頃に発送される社会保険料（国民年金保険料）控除証明書又は領収書を必ず持参ください。
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金や個人型年
金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金。（控除額は支払った掛金全額）
払込証明書を添付するか提示してください。

地震保険と旧長期損害保険契約等に係わる保険料や掛金。（控除額は表16により算出した額）払込
証明書を添付するか提示してください。

この手引きに記載されている内容は税制改正により変更になる場合があります。 
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生命保険契約に基づいて、あなたが支払った生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料にお
いて、一定の控除が受けられます。①平成24年１月１日以後に締結した保険契約等（以下｢新契約｣
という。)に係る保険料と②平成23年12月31日以前に締結した保険契約等（以下「旧契約」という。）に
係る保険料では、生命保険料控除額の取り扱いが異なりますのでご確認ください。（控除額は表15
により算出した額）払込証明書を添付するか提示してください。

寡婦…あなた（合計所得金額が500万円以下）が夫と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない
場合、又は夫の生死が不明な場合で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいな
い、かつ、ひとり親に該当しない場合。ただし、離婚の場合は、扶養親族を有する場合のみ該当
します。（控除額は260,000円）
ひとり親…あなた（合計所得金額が500万円以下）が現に婚姻をしていない又は配偶者の生死が不
明な場合で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の生計同一配偶者や扶養
親族になっていない者に限る。）を有し、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者が
いない場合（控除額は300,000円）
あなたが大学、高校などの学生で、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得
が10万円以下の場合（控除額は260,000円）
あなたやあなたの同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合、その方の氏名、障害の程度及び個人
番号を記入してください。身体障害者等級１級、２級、療育手帳A、精神手帳１級の方は、特別障害
者になります。（控除額は区分に応じ表20のようになります。）障害者手帳を提示してください。
※要介護者で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている場合も該当します。
あなたに同一生計配偶者がある場合は、その方の氏名、生年月日及び個人番号を記入してくださ
い。（控除額はあなたの合計所得金額に応じて表21により算出した額。あなたの合計所得金額が
1,000万円以下の場合は、控除対象配偶者となります。1,000万円を超える場合は、同一生計配偶者
(控除対象配偶者を除く。）の欄に✓してください。）
あなたの合計所得金額が1,000万円以下であなたと生計を一にする配偶者（事業専従者を除く。）
を有する場合は、配偶者の所得を明らかにできるもの（源泉徴収票等）を提示してください。（控
除額はあなたの合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じ表22により算出した額）
あなたと生計を一にする配偶者以外の親族で令和６年中の合計所得金額が48万円以下であった方
(事業専従者を除く。)を扶養親族とする場合は、その方の氏名、生年月日、続柄及び個人番号を
記入してください。(控除額は区分に応じ表23のようになります。）なお、平成24年度より16歳未
満の年少扶養控除が廃止されましたが、非課税限度額を算定する上で16歳未満の者を扶養親族と
している場合は下段の16歳未満の扶養親族欄に記入してください。
あなたの合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29
万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円となり、2,500万円を超える場合は適用されま
せん。
豪雪で生活に通常必要な住宅の雪下ろし費用や家屋外周の除雪費用を一定額以上支払った場合。
また、災害又は盗難によって生活用の資産に損害が生じた場合及び損害に関連してやむを得ない
支出をした場合。（控除額は表26により算出した額）災害関連支出の領収書を添付するか提示して
ください。
次のどちらかを選択して適用を受けます。
【従来の医療費控除】
あなたやあなたと生計を一にする親族が病院へ支払った医療費、または治療や療養のための医薬
品の購入費用が控除の対象となります（最高200万円）。実際に支払った医療費の金額からは、保
険金または高額療養費等で補てんされた金額は差し引きます。従来の医療費控除で、「医療費のお
知らせ」により申告する場合は、「医療費控除の明細書」の明細欄への記入を省略することができま
すが、「医療費のお知らせ」を添付する必要があります。

【セルフメディケーション税制】医療費控除の特例
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う方が、あなたやあなたと生計を一に
する親族に係る特定一般医薬品等の購入費から１万２千円を差し引いた金額が控除の対象となりま
す（最高８万８千円）。セルフメディケーション税制の明細書を添付してください。



記載上の注意（裏面の記載も忘れずに）
記載例

この記載例は、妻、長男、次男、長女、母の６人家族の兼業農家で、妻が専従者、
長女が普通障害者、母が年齢70歳以上の場合です。
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6

７

半角

5

川西町大字上小松1567番地

同上

川西 太郎 川西

会社員

太郎
カワニシ タロウ

7 １2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

４２－2111

〇〇

１８７,６００
１64,4００
238,3００

国民健康保険
国民年金
農業者年金

590,3００

1０0,０００

80,０００

　

235,０００ 67,０００

1,230,０００

40,０００

30,０００

20,０００

50,０００

川西 みどり 3
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

川西 よね 18 10 20 ✓ 母 456 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

川西 一郎 14 3 10
✓ 子 453 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

川西 次夫 18 11 1 ✓ 子 334 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

川西 みどり 21 7 20 ✓ 子5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

3251674

0007991

000083

0134321

0027131

000091
0151472
003095

00007
00052

000062

0000321
000034
0035062

00086
0033762

川西町長



表15　生命保険料控除額の計算

表22　配偶者特別控除額の計算

表21　配偶者控除額

表20　障害者控除額

申告書の「所得から差し引かれる金額」の㉖に「Ｉ」の金額を転記してください。

申告書の「所得から差し引かれる金額」の㉗に「D」の金額を転記してください。

申告書の「所得から差し引かれる金額」の㉗に「G」の金額を転記してください。

申告書の「所得から差し引かれる金額」の㉒に転記してください。

※同居特別障害者とは、扶養親族のうち、特別障害者で、かつ、あなた又はあなたの配偶
　者もしくは、あなたと生計を一にするその他の親族と同居を常況としている方

ア）、イ）、ウ）いずれか該当する欄の計算式で計算してください。

（ア）と（ウ）に該当する場合、有利なほうを選択して控除を受けることができます。
それぞれの保険料の合計額を申告書⑮の計の欄に記入してください。①か②、又は③で算出した
控除額を４「所得から差し引かれる金額」の⑮の欄に転記してください。

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｉ

Ａ
Ｂ
Ｃ

Ｇ

Ｄ

支払った医療費
保険金などで補てんされる金額

Ａ－Ｂ
申告書の⑫＋退職所得金額＋山林所得金額

Ｄ×0.05
100,000円とＥのいずれか少ない方の金額

申告書の「所得から差し引かれる金額」の⑯に「Ｅ」の金額を転記してください。一つ
の保険契約でCとDのいずれも該当する場合（経過措置の適用される火災保険に地震
保険を付帯している契約）は、どちらか一方の控除を選択の上適用します。

損害金額（合計）
保険金などで補てんされる金額
Ａ－Ｂ（差引損失額）

申告書の⑫＋退職所得金額＋山林所得金額
Ｄ×0.1
Ｃ－Ｅ

Ｃのうち災害関連支出の金額
Ｇ－50,000円

支払った特定一般医薬品等購入額
保険金などで補てんされる金額

Ａ－Ｂ

Ｃ－12,000円

Ｃ－Ｆ

ＦとＨのいずれか多い方の金額

表27-1　従来の医療費控除額の計算

表27-2　セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算

表23　扶養控除額

表26　雑損控除額の計算

表16　地震保険料控除額の計算

雑損控除額

医療費控除額

医療費控除額

円

円

円

円 

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円
円
円

地震保険料の金額（合計)Ａ

Ｅ Ｃ＋Ｄ

Aの金額 地震保険料の控除額
　　　　～50,000円
50,001円～　　　　　

　　　　 ～ 5,000円
  5,001円～15,000円
15,001円～　　　　　

Ａ×0.5

円

旧長期損害保険料の金額（合計)B 円

円

円

円

円

25,000円

Ｂの金額 旧長期損害保険料の控除額

10,000円

Ｂの金額

Ｂ×0.5＋2,500円

地震保険料控除額(最高25,000円）

Ｃ
地
震
保
険
料

Ｄ
旧
長
期
損
害

保
険
料

上記のＡを下記の表にあてはめて算出してください。
配偶者の合計所得金額 円

同一生計配偶者とは…あなたと生計を一にする配偶者（事業専従者を除く。）で、
　　　　　　　　　　令和６年中の合計所得金額が48万円以下の方
特定扶養親族とは……扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の方（平成14年１月２日
　　　　　　　　　　から平成18年１月１日までに生まれた方）
　　　　　　　　　　16歳以上19歳未満の方（平成18年１月２日から平成21年１月
　　　　　　　　　　１日までに生まれた方）は一般の扶養親族となります。
老人扶養親族とは……扶養親族のうち、昭和30年１月１日以前に生まれた方（年齢
　　　　　　　　　　70歳以上の方）
同居老親等とは………老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属
　　　　　　　　　　(父母・祖父母等）で、あなた又はあなたの配偶者のいずれか
　　　　　　　　　　と同居を常況としている方

※平成24年度より16歳未満（平成21年１月２日以後に生まれた方）の扶養控除が廃
　止されましたのでご注意ください。

Ａ

ア）旧契約（H23.12.31以前締結）のみの場合
種　　類 支払金額 控　除　額

円
円

円①

円
円

一般生命保険料
個人年金保険料

A
B

配偶者特別控除額 円Ｂ

配偶者控除

区分

障害者
特別障害者
同居特別障害者

26万円
30万円

53万円

老人配偶者控除（70歳以上）

申告者の合計所得金額（申告書⑫の金額）

900万円以下

33万円 22万円 11万円

38万円 26万円 13万円

900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

0歳～15歳 ※控除対象外です
一般の扶養親族 16歳～18歳

23歳～69歳
33万円

特定扶養親族 19歳～22歳 45万円

老人扶養親族 同居老親等以外の者 38万円
同居老親等 45万円

本人
控　除　額
同一生計配偶者又は扶養親族

支払保険料の金額

生命保険料控除額（A+B）

控除額
～15,000円 支払保険料の金額

15,001円～40,000円
40,001円～70,000円
70,001円～ 一律35,000円

支払保険料×0.5+7,500円
支払保険料×0.25+17,500円

生命保険料控除額（最高70,000円）

イ）新契約（H24.　1.　1以後締結）のみの場合
種　　類 支払金額 控　除　額

円
円

円②

円
円

一般生命保険料
個人年金保険料

C
D

円円介護医療保険料 E

支払保険料の金額

生命保険料控除（C+D+E）

控除額
～12,000円 支払保険料の金額

12,001円～32,000円
32,001円～56,000円
56,001円～ 一律28,000円

支払保険料×0.5+6,000円
支払保険料×0.25+14,000円

生命保険料控除額（最高70,000円）

ウ）旧契約と新契約両方で控除を受ける場合
旧契約の支払保険料は上記ア）の表の計算式により計算した金額
新契約の支払保険料は上記イ）の表の計算式により計算した金額
一般生命保険料

円③

円

個人年金保険料
介護医療保険料 H（上限28,000円）

円 G（上限28,000円）

円 F（上限28,000円）

生命保険料控除（F+G+H） 生命保険料控除額（最高70,000円）

申告者の合計所得金額（申告書⑫の金額）

控　除　額

A の 金 額 900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

配

偶

者

特

別

控

除

48万円超
100万円超
105万円超
110万円超
115万円超
120万円超
125万円超
130万円超
133万円超

33万円 22万円 11万円100万円以下
31万円 21万円 11万円105万円以下
26万円 18万円 9万円110万円以下
21万円 14万円 7万円115万円以下
16万円 11万円 6万円120万円以下
11万円 8万円 4万円125万円以下
6万円 4万円 2万円130万円以下
3万円 2万円 1万円
0円 0円 0円

133万円以下
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5. 給与所得の内訳

6. 事業所得・不動産所得に関する事項

7. 配当所得に関する事項

8. 雑所得（公的年金等以外）に関する事項

9. 総合譲渡・一時所得に関する事項

給 与

営 業 等
不 動 産
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他

総 合 譲 渡
一 時

源泉徴収票がない方は１年間の収入の状況を給与明細書等により記入してください。給与所得の計算方法は
表１で計算し、表面カと⑥に記入します。

卸売業、小売業、製造業、サービス業、医師、外交員、大工、内職などによる収入
貸家、貸間、アパート、貸ガレージ、貸地等による収入（農地を賃貸借している場合も含まれます。）
農産物の生産、果樹の栽培などによる収入

配 当 株式の配当、出資金の配当、協同組合等の剰余金の分配金などによる収入

所得の計算は表２で計算し、表面キと⑦に記入します。裏面には記入しないでください。
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものの収入
上記以外の収入

土地、建物以外の資産（車輌、機械器具、特許権など）の譲渡による収入
損害保険契約等に基づく満期返戻金、賞金、競馬等の払戻金のような一時的な収入

※分離課税の譲渡、株式等の譲渡等、先物取引、山林所得による収入がある方は申告書が異なりますので、税務会計課までお問い合わせください。

※所得の種類が重複する場合や書ききれない場合は、別紙収支明細書へ記入してください。

（表１）給与所得の計算
Ａ　給与等の収入金額

申告書の「１収入金額」のカに「Ａ」の金額を転記してください。 申告書の「１収入金額」のキに「Ａ」の金額を転記してください。

円

円

円

円

Aの金額 給与所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分 Aの金額 1,000万円以下 2,000万円超1,000万円超2,000万円以下～550,999円

1,619,000円　　　　
～1,619,999円

1,620,000円　　　　
～1,621,999円

1,622,000円　　　　
～1,623,999円

1,624,000円　　　　
～1,627,999円

1,628,000円　　　　
～1,799,999円

1,800,000円　　　　
～3,599,999円

3,600,000円　　　　
～6,599,999円

6,600,000円　　　　
～8,499,999円

8,500,000円～

551,000円　　　　
～1,618,999円

0円
Ａ－550,000円

Ａ÷4の金額
(千円未満の端数
　　　　　　切捨て）

B

 ,000 円

Ａ×0.9－1,100,000円

Ａ－1,950,000円

Ｂ×2.4＋100,000円

Ｂ×2.8－80,000円

Ｂ×3.2－440,000円

円

円

Ａを上記の表にあてはめて計算し、算出された公的年金等に係る雑所得の金額を申告書の
「２所得金額」の⑦に転記してください。

Ａを上記の表にあてはめて計算し、算出された給与所得の金額を申告
書の「２所得金額」の⑥に転記してください。
なお、所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の
額を控除した後の金額を記載してください。

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
１.　給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
　ア）本人が特別障害者に該当する　イ）年齢23歳未満の扶養親族を有する　ウ）特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
　所得金額調整控除＝（給与等の収入額（1,000万円を超える場合は1,000万円）－850万円）×10％
2.　給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
　所得金額調整控除＝給与所得控除後の給与等の金額（10万円を限度）+公的年金等に係る雑所得の金額（10万円を限度）－10万円
※１．２の両方に該当する場合は、１の控除後に２の金額を控除します。

申告書の書き方(裏面）
（令和６年１月１日から12月31日までの内容） 

円

（表２）公的年金等（雑所得）の計算
Ａ　公的年金等の収入金額 円

円
Ａ－600,000円

円
Ａ－500,000円

円
Ａ－400,000円

円
Ａ×0.75－275,000円

円
Ａ×0.75－175,000円

円
Ａ×0.75－75,000円

円
Ａ×0.85－685,000円

円
Ａ×0.85－585,000円

円
Ａ×0.85－485,000円

円
Ａ×0.95－1,455,000円

円
Ａ×0.95－1,355,000円

円
Ａ×0.95－1,255,000円

円
Ａ－1,955,000円

円
Ａ－1,855,000円

円
Ａ－1,755,000円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

1,074,000円

～1,299,999円

10,000,000円～

1,300,000円　　
～4,099,999円
4,100,000円　　
～7,699,999円
7,700,000円　　
～9,999,999円

昭
和
三
十
五
年
一
月
ニ
日
以
後
に
生
ま
れ
た
方

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分 Aの金額 1,000万円以下 2,000万円超1,000万円超2,000万円以下

円
Ａ－1,100,000円

円
Ａ－1,000,000円

円
Ａ－900,000円

円
Ａ×0.75－275,000円

円
Ａ×0.75－175,000円

円
Ａ×0.75－75,000円

円
Ａ×0.85－685,000円

円
Ａ×0.85－585,000円

円
Ａ×0.85－485,000円

円
Ａ×0.95－1,455,000円

円
Ａ×0.95－1,355,000円

円
Ａ×0.95－1,255,000円

円
Ａ－1,955,000円

円
Ａ－1,855,000円

円
Ａ－1,755,000円

～3,299,999円

10,000,000円～

3,300,000円　　
～4,099,999円
4,100,000円　　
～7,699,999円
7,700,000円　　
～9,999,999円

昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
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記載例

7

農　業 川西町大字上小松××× 4,761,523 3,527,213

880,000 880,000 500,000 380,000
190,000

0

860,000

10ヶ月

川西 花子 妻
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

48 104

860,000

川西 一郎 東京都千代田区〇〇町３丁目12-3
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

✓




